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国別行動計画：NAP
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第２章 分野別行動計画
Ø 労働（ディーセント・ワークの促進等）

Ø 子どもの権利の保護・促進

Ø 新しい技術の発展に伴う人権
Ø 消費者の権利・役割

Ø 法の下の平等（障害者・女性・性的指向・
性自認等）

Ø 外国人材の受入れ・共生

Ø 指導原則実施のために政府が現在
の状況と国際人権基準とのギャップ
を特定し、その取り組みのロードマッ
プを示すもの。
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日本企業のサプライチェーンにおける人権に関する
取組状況のアンケート調査①
経産省及び外務省により昨年11月に結果公表

出典：経産省
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日本企業のサプライチェーンにおける人権に関する
取組状況のアンケート調査②
経産省及び外務省により昨年11月に結果公表

出典：経産省
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「責任あるサプライチェーン等における
人権尊重のためのガイドライン」
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Ø経産省による「サプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン検討会」による検討

• 指導原則をはじめとする国際スタンダードに則ったもの
• 人権尊重に関する具体的な取り組み方法がわからないという企業の声に応えたもの

Ø対象となる事業者：規模、業種などを問わず、日本国内のすべての事業者
• 各事業者は、自社事業だけでなく、グループ会社、直接取引先、間接取引先、国内外
が対象

Ø “人権 ”の範囲：国際的に認められた人権
• 国際人権章典、労働における基本的原則および権利に関するILO宣言、そのほか関
連する国際人権規約
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人権尊重取り組みの全体像



人権尊重の取組にあたっての考え方

•人権方針を策定することによる経営者のコミットメント が極めて重要
•潜在的な負の影響はどの企業にも存在する
• ステークホルダー（特に脆弱な立場にあるステークホルダー）との継
続的な対話が重要

•サプライチェーン全体を通しての事業活動による潜在的および顕在
的な「人権に対する」負の影響の特定と評価

•深刻さと可能性を反映した優先順位付け
•実効性評価と情報開示
•他の事業者との連携
•構造的な課題への取組み 6
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ガイドラインの意義

• 指導原則をはじめとする国際基準に則り、日本企業としての指針を
明確に示した。

• 事例を含む、具体的な取り組みを示し、日本企業の取り組みの促進
を目指す。

• 国内外のサプライチェーン全体で人権DDを進める際に、指導原則に
加えて共通の指針として活用することが期待される。

• 日本企業において特に課題として認識されているステークホルダー
との対話を進める基盤となる。

• 紛争影響地域における人権DDの強化と責任ある撤退に関する一定の
指針を示した。

• 今後、企業の実務担当者に対する、人権尊重の取組みの内容をより
具体的かつ実務的な形で示す資料が経産省による公表される予定。
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日本企業進出先国等における責任ある
企業行動の促進

–グローバルなサプライチェーンに
おける人権デューディリジェンス

公正な復興のための国連の「ビジネス
と人権に関する指導原則」の活用

UNDPと日本政府による
パートナーシップ
「ビジネスと人権」

(2021年補正予算)
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期待される成果と活動の概要

成果１: 日本企業、そのサプライヤーおよびパートナーが、
バリューチェーン全体を通じて人権基準の遵守を確保す
ることにより、競争力を維持し、公正な復興を促進するた
めの努力を支援する。

成果２: 13カ国の政府および国家機関に対し、ビジネスと
人権に関する行動計画（NAP）または同様の政策の策定・
実施を支援する。
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期待される成果と活動の概要

成果１: 日本企業、そのサプライヤーおよびパートナーが、バリュー
チェーン全体を通じて人権基準の遵守を確保することにより、競争
力を維持し、公正な復興を促進するための努力を支援する。

各国で活動する日本企業およびそのサプライヤーやパートナーが
直面する一般的なリスクに対応するために、人権デューデリジェン
ス（人権DD）トレーニングの実施。

日本企業およびサプライヤーやパートナーが共通して直面する
人権リスクを特定するための「コンテクスト・アセスメント調査」
の実施。人権DD研修のカリキュラムに反映させるためであり、
コンフィデンシャルなもの。17カ国において実施。

個々の企業に対して、人権DD実施の準備状況や人権への影響評
価に関する最初のアセスメントに関する非公開のガイダンスセッ
ションの提供。

３ステップ アプローチ 暫定スケジュール

7月〜

人権DD研修
2022年10月~

2023年1月or 2月

ガイダンスセッション
2022年11月〜

2023年2月
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ビジネスと人権に関する第一人者
や経験豊かな専門家、ゲストス
ピーカー
• 国内の専門家
• 国際的な専門家
• UN(DP)の専門家

専門家のアドバイスが無償で受けら
れる

人権デューディリジェンスの既存および
最新の要件と期待に関する最新情報

日本語、現地語、英語での提供
これまでの参加者からの高い要請と
高い評価

日本企業が直面する各国の状況や
課題に合わせた、実践的なオーダー
メイドの研修カリキュラム。日本本社
とサプライヤーでの共通理解の促進

ネットワーキングと参加証
ビジネスと人権に関するコミュニティ

ビジネスと人権アカデミーへの
参加の意義



人権デュー・ディリジェンスに関する
研修進行ガイド
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こちらからダウンロード
ください ⏬



CONTACT

Thank you for your attention

佐藤暁子 akiko.sato@undp.org （リエゾンオフィサー）
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